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保
険
証
の
有
効
期
限
に
つ
い
て

　

被
保
険
者
証
の
有
効
期
限
は
通

常
は
翌
年
の
９
月
30
日
で
す
が
、

年
齢
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
国

保
資
格
取
得
日
の
下
に
有
効
期
限

を
表
示
し
て
お
り
ま
す
が
、
詳
し

く
は
次
の
表
の
と
お
り
で
す
。

㊫
・
○遠 

被
保
険
者
の
方
は

　

修
学
中
、
長
期
出
張
、
施
設
入

所
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、
家
族
の

国
保
被
保
険
者
証
と
は
別
に
個
人

の
被
保
険
者
証
を
発
行
し
て
い
る

被
保
険
者
の
方
も
、
10
月
１
日
に

更
新
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
今
ま
で
㊫
被
保
険
者
証

を
持
っ
て
い
た
方
で
、
す
で
に
卒

業
ま
た
は
就
職
さ
れ
た
方
、 

○遠
被

保
険
者
証
を
持
っ
て
い
た
方
で
長

期
出
張
や
施
設
か
ら
帰
っ
て
き
た

方
も
届
け
出
が
必
要
で
す
。

国
保
税
は
納
期
内
に納

め
ま
し
ょ
う

　

お
医
者
さ
ん
に
か
か
っ
て
い
な

い
か
ら
と
い
っ
て
、
国
保
税
を
納

め
な
い
人
が
い
る
と
、
き
ち
ん
と

納
め
て
い
る
人
と
の
公
平
を
損
な

う
だ
け
で
な
く
、
国
保
の
健
全
運

営
に
支
障
を
き
た
し
ま
す
。

　

国
保
税
は
納
期
内
に
納
め
、
皆

さ
ん
の
国
保
が
き
ち
ん
と
運
営
で

き
る
よ
う
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

納
付
期
限
か
ら
１
年
間
納
付
が

な
い
場
合
に
は
、
国
保
被
保
険
者

証
の
返
還
を
求
め
、
代
わ
り
に
短

期
被
保
険
者
証
ま
た
は
資
格
証
明

書
を
発
行
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す

の
で
、
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

特
定
健
康
診
査
を

受
診
し
ま
し
ょ
う
！

　

40
〜
74
歳
の
方
を
対
象
に
し
た

特
定
健
康
診
査
の
集
団
検
診
を
実

施
中
で
す
。
生
活
習
慣
病
を
予
防

し
、
将
来
健
康
な
生
活
を
送
る
た

め
に
ぜ
ひ
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

　

期
日
・
会
場
等
の
詳
細
は
、
広

報
７
月
号
ま
た
は
対
象
世
帯
に
送

付
し
た「
平
成
21
年
度
検
診
の
お

知
ら
せ
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
特
定
健
診
は
集
団
検
診
会
場
だ

け
で
な
く
、
市
と
契
約
し
た
医

療
機
関
で
も
受
診
で
き
ま
す
。

※
特
定
健
診
の
受
診
率
が
低
い
と

後
期
高
齢
者
保
険
制
度
へ
の
支

援
金
が
増
額
さ
れ
、
結
果
的
に

皆
様
の
税
負
担
が
増
え
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　

国
保
年
金
課
国
保
年
金
係

　

☎（
55
）５
１
０
６

　

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
は
、

毎
年
１
回
、
10
月
１
日
に
更
新
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

新
し
い
被
保
険
者
証
は
、
簡
易

書
留
郵
便
に
て
郵
送
し
て
い
ま
す
。

ま
だ
、
受
領
さ
れ
て
い
な
い
世
帯

主
の
方
は
、
郵
便
局
ま
た
は
国
保

年
金
課
国
保
年
金
係
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
今
ま
で
お
使
い
に
な
っ

て
い
た
古
い
被
保
険
者
証
は
、
お

近
く
の
市
役
所
ま
た
は
各
支
所
窓

口
ま
で
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

　

被
保
険
者
証
は
９
月
10
日
現
在

で
作
成
し
ま
し
た
の
で
、
そ
の
後
、

保
険
の
異
動
な
ど
記
載
事
項
に
変

更
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
国
保
年

金
課
国
保
年
金
係
ま
た
は
、
各
支

所
市
民
福
祉
課
市
民
係
に
届
け
出

て
く
だ
さ
い
。

　

届
け
出
が
遅
れ
ま
す
と
、
国
民

健
康
保
険
税
等
の
過
払
い
ま
た
は

遡
っ
て
賦
課
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

国　

保　

の　

お　

知　

ら　

せ

1010
月月
１１
日
は
日
は

  

国
保
被
保
険
者
証
の
更
新
日
で
す

国
保
被
保
険
者
証
の
更
新
日
で
す

退職者証から一般証への切替 長寿医療制度への切替

昭和19年10月２日～昭和20年10月１日生
まれの退職被保険者証（藤色）の方

昭和９年10月２日～昭和10年10月１日生
まれの一般被保険者証（白色）の方

65歳になる誕生月の末日まで。１日生ま
れの方は前月末日まで。有効期限日以降
は一般被保険者証へ切替となります。切
替方法は対象の方へ後日ご連絡します。

75歳になる誕生日の前日まで。有効期限
日以降は長寿医療制度への移行となりま
す。75歳になる誕生日の前に長寿医療制
度の被保険者証を送付します。

お詫びと訂正
　７月下旬に送付しました
「平成21年度検診のお知らせ」
中、６ページの実施医療機関
一覧に記載していました「青
木整形外科医院」様では特定
検診を行っておりませんので
ご注意ください。
　訂正して、深くお詫び申し
上げます。

～手続きに必要なもの～
○保険の切り替えがあったとき
・国保被保険者証（新しいもの）
・社会保険等の新しい保険証
（社会保険等に加入した方）
・退職証明書
（社会保険等を脱退した方）
・印鑑
○㊫被保険者証を更新するとき
・今まで使っていた㊫被保険者証
・在学証明書、印鑑

○○遠被保険者証を更新するとき
・今まで使っていた○遠被保険者証
・在園証明書（施設入所の場合）、印鑑

○㊫被保険者証を廃止するとき
・国保被保険者証（新しいもの）
・今まで使っていた㊫、○遠被保険者証
・印鑑


